
11月の主な納税（税金などは納期限までに納めましょう）
納 期 限

１１
３０

火火曜日曜日

　

11
月
15
日
〜
21
日
は「
女
性
の

人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
強
化
週
間
」

で
す
。
そ
れ
に
合
わ
せ
て
次
の
と

お
り
電
話
相
談
所
を
開
設
い
た
し

ま
す
。

日
時

 

11
月
20
日（
土
）

　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

相
談
電
話
番
号

 

０
２
６
７（
67
）２
２
７
２

※
当
日
、
来
庁
の
相
談
も
お
受

け
い
た
し
ま
す
。
秘
密
厳
守
、

予
約
不
要
、
相
談
無
料
で
す
。

　

長
野
地
方
法
務
局
佐
久
支
局

ま
で
お
出
で
か
け
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

佐
久
市
猿
久
保
８
９
０

－

４

　

長
野
地
方
法
務
局
佐
久
支
局
内

佐
久
人
権
擁
護
委
員
協
議
会
事

務
局

 

０
２
６
７（
67
）２
２
７
２

「
電
話
相
談
所
」開
設
の
お
知
ら
せ

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
は
、
一
般
の

方
、
障
が
い
者
の
方
、
来
春
卒
業

予
定
の
学
生
の
方
を
対
象
と
し
た

就
職
面
接
会
を
開
催
し
ま
す
。

開
催
日
時

11
月
18
日（
木
）

午
後
１
時
30
分
〜
４
時

開
催
場
所

ホ
テ
ル
ゴ
ー
ル
デ
ン

 

セ
ン
チ
ュ
リ
ー

佐
久
市
中
込
３
１
５
０

－

１

 

０
２
６
７（
63
）３
３
５
５

＊
お
仕
事
を
お
探
し
の
方
な
ら
、

ど
な
た
で
も
自
由
に
ご
参
加
い

た
だ
け
ま
す
。

＊
当
日
は
、
佐
久
・
小
諸
地
区
の

多
く
の
企
業
の
人
事
担
当
と
直

接
面
接
が
で
き
ま
す
。

＊
参
加
企
業
の「
企
業
案
内
」、

「
求
人
情
報
」等
各
種
資
料
を
配

布
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
佐
久

 

０
２
６
７（
62
）８
６
０
９

佐
久・小
諸
地
区
合
同
就
職

面
接
会
開
催
の
お
知
ら
せ

上
手
に
使
っ
て
水
環
境
を
守
り
ま

し
ょ
う
！

　

浄
化
槽
は
、
使
用
者
が
責
任
を

持
っ
て
管
理
し
て
い
た
だ
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

次
の
点
を
守
り
、
適
正
な
管
理

を
お
願
い
し
ま
す
。

໐
浄
化
槽
に
異
物
や
油
を
流
さ
な

い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

໐
保
守
点
検
業
者
に
委
託
し
て
、

保
守
点
検
を
実
施
し
ま
し
ょ
う
。

໐
定
期
的
に
清
掃
を
実
施
し
ま

し
ょ
う
。

໐
法
定
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

浄
化
槽
を
使
用
し
て

い
る
町
民
の
皆
さ
ま
へ

※
法
定
検
査
は
、
保
守
点
検
、

清
掃
が
適
正
に
行
わ
れ
て

い
る
か
を
第
三
者
の
視
点

か
ら
県
の
指
定
検
査
機
関

で
あ
る
㈳
長
野
県
浄
化
槽

協
会
が
検
査
す
る
も
の
で

す
。

問
い
合
わ
せ
先

㈳
長
野
県
浄
化
槽
協
会
東
信
支
所

 

０
２
６
７（
63
）１
１
０
５

　

町
で
は
、
11
月
下
旬
か
ら
４
月

上
旬
ま
で
凍
結
防
止
の
た
め
公
園

内
の
止
水
栓
の
閉
栓
を
行
い
ま
す
。

閉
栓
に
伴
い
公
園
の
水
飲
み
場
お

よ
び
ト
イ
レ
が
使
用
で
き
な
く
な

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

（
龍
神
の
杜
公
園
の
ト
イ
レ
の
み

ご
利
用
で
き
ま
す
。）

使
用
で
き
な
く
な
る
公
園

•
雪
窓
公
園

•
や
ま
ゆ
り
公
園

•
龍
神
の
杜
公
園

 

（
ト
イ
レ
は
利
用
で
き
ま
す
）

•
雪
窓
湖
公
園

•
昇
龍
公
園

•
駅
前
広
場

•
ふ
れ
あ
い
パ
ー
ク

•
や
ま
ゆ
り
パ
ー
ク

•
メ
ル
シ
ャ
ン
軽
井
沢
美
術
館
前

の
龍
の
水
飲
み
場

問
い
合
わ
せ
先

 
建
設
課
都
市
計
画
係（
内
線
39
）

冬
期
間
使
用
で
き
な
く
な
り
ま
す

公
園
内
の
水
飲
み
場・ト
イ
レ

固定資産税（４期分）
町営住宅使用料（11月分）国民健康保険税（６期分）

後期高齢者医療保険料（５期分）
上水道使用料（11月分）
大口10月使用分

下水道使用料（11月分）
大口10月使用分介護保険料（５期分）

保育料（11月分）

みよた広報 やまゆりみよた広報 やまゆり1111月号 月号 （（1010））　　



（広告欄）

　

例
年「
健
康
づ
く
り
の
つ
ど
い
」

に
合
わ
せ
て
行
っ
て
い
る
、
や
ま

ゆ
り
家
族
会
の
バ
ザ
ー
を
今
年
も

行
い
ま
す
。
バ
ザ
ー
は
家
族
会
の

活
動
の
資
金
づ
く
り
と
障
が
い
者

へ
の
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
こ

と
を
目
的
と
し
て
開
催
し
ま
す
。

　

ご
家
庭
で
眠
っ
て
い
る
新
品
の

衣
類
や
タ
オ
ル
や
食
器
、
そ
の
他

バ
ザ
ー
に
ご
協
力
い
た
だ
け
る
品

物
が
あ
り
ま
し
た
ら
11
月
26
日

（
金
）ま
で
に
や
ま
ゆ
り
共
同
作
業

所
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
や
ま
ゆ

り
共
同
作
業
所
に
持
ち
込
む
こ
と

が
困
難
な
場
合
は
受
け
取
り
に
伺

い
ま
す
の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

　

今
年
度
の「
健
康
づ
く
り
の
つ

ど
い
」お
よ
び
家
族
会
バ
ザ
ー
は

11
月
28
日（
日
）に
開
催
を
予
定
し

て
い
ま
す
。
大
勢
の
皆
さ
ま
の
ご

参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

や
ま
ゆ
り
共
同
作
業
所
開
所
日

　

月
曜
日
〜
金
曜
日

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

問
い
合
わ
せ
先

　

や
ま
ゆ
り
家
族
会
事
務
局

 

（
保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係
）

 

（
32
）２
５
５
４

バ
ザ
ー
品
提
供
の
お
願
い

御
代
田
町
精
神
障
が
い
者
家
族
会

「
や
ま
ゆ
り
家
族
会
」
　

平
成
23
年
度
に
児
童
ク
ラ
ブ
へ

の
加
入
が
必
要
な
児
童
の
保
護
者

の
方
は
、
次
の
と
お
り
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

申
込
資
格

①
保
護
者
が
家
庭
の
外
で
仕
事
を

し
て
い
る
場
合

②
保
護
者
が
家
庭
の
中
で
児
童
と

離
れ
て
家
事
以
外
の
仕
事
を
し

て
い
る
場
合

③
保
護
者
が
病
気
、
負
傷
、
心
身

に
障
が
い
を
有
す
る
場
合

④
保
護
者
が
出
産
の
前
後（
原
則

と
し
て
産
前
・
産
後
２
ヵ
月
間
）

で
あ
る
場
合

⑤
保
護
者
が
長
期
に
わ
た
る
病
人
、

ま
た
は
心
身
に
障
が
い
を
有
す

る
同
居
の
親
族
を
常
時
介
護
し

て
い
る
場
合

⑥
家
庭
に
火
災
や
風
水
害
な
ど
の

災
害
が
あ
っ
た
場
合

※
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
場
合

は
、
加
入
申
込
書
を
提
出
さ
れ

て
も
児
童
館
で
お
預
か
り
で
き

ま
せ
ん
の
で
、
ご
承
知
お
き
く

だ
さ
い
。

平
成
23
年
度

児
童
ク
ラ
ブ
児
募
集

申
込
期
間

12
月
１
日（
水
）〜
12
月
15
日（
水
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

 

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

※
申
込
期
間
外
の
提
出
は
、
原
則

受
け
付
け
ま
せ
ん
。
申
込
期
間

以
降
の
加
入
希
望
が
あ
る
場
合

は
、
町
民
課
こ
ど
も
係
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

申
込
方
法

町
民
課
こ
ど
も
係
、
平
和
台
児
童

館
・
東
原
児
童
館
・
大
林
児
童
館
の

各
児
童
館
に
12
月
１
日（
月
）か
ら

申
込
書
を
用
意
し
ま
す
。
期
間
中

に
、
町
民
課
こ
ど
も
係
ま
で
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※
毎
年
小
学
校
へ
の
お
問
い
合
わ

せ
が
あ
り
ま
す
が
、
窓
口
は
、

町
民
課
こ
ど
も
係
に
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

定　
　

員　

各
児
童
館　

50
名

※
募
集
児
童
数
を
超
え
る
申
し
込

み
が
あ
っ
た
場
合
は
、
希
望
さ

れ
た
児
童
ク
ラ
ブ
以
外
の
と
こ

ろ
に
加
入
し
て
い
た
だ
く
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

利
用
で
き
る
時
間

○
通
常

月
曜
日
〜
金
曜
日（
祝
祭
日
を

除
く
）は
、
下
校
時
〜
午
後
６

時
ま
で

○
長
期
休
業
等

夏
・
冬
・
春
休
み
お
よ
び
振
替
休

校
日
は
、
午
前
８
時
〜
午
後
６

時
ま
で

登
録
で
き
る
児
童

小
学
校
１
学
年
〜
３
学
年
の
留
守

家
庭
児
童
な
ど

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
課
こ
ど
も
係

 

（
内
線
47
・
74
）

※
児
童
ク
ラ
ブ
と
は
…

保
護
者
が
、
労
働
な
ど
に
よ

り
昼
間
家
庭
に
い
な
い
小
学

校
低
学
年
の
児
童
を
各
児
童

館
で
お
預
か
り
し
、
放
課
後

の
生
活
の
場
を
守
り
ま
す
。

（（1111）） みよた広報 やまゆり みよた広報 やまゆり1111月号月号


